
学校感染症により出席停止となった場合、

学校ホームページから【報告書】をダウンロードできるようになりました

インフルエンザ等の学校感染症に感染した児童生徒は、学校保健安全法第１９条の規定により、

一定期間出席停止となります。医師の許可があるまでは、学校を休ませて静養させてください。

標記の件について、これまで、保護者の皆様には、ご多用のなか、何度も学校に足を運んでい

ただきました。学校は、この現状を解決するための改善策を模索してきました。

保護者の負担軽減と利便性向上の観点から、これまでの手続きと併せて、学校ホームページか

ら［報告書］（主治医から登校可能であることを判断していただくための用紙）をダウンロード

して、利用いただけるように環境を整備いたしました。ぜひご利用ください。

なお、不明な点につきましては、学校までご連絡ください。

太田市教育委員会

＜出席停止に伴う手続きの流れ＞

１ 診療を受けた主治医から、「学校感染症通知書」を受け取ります。

↓
※学校に出向く場合 ※【報告書】を学校ホームページからダウン

ロードして印刷する場合
２ ① 学校に出向き、「学校感染症通知書」 ２ ①「学校感染症通知書」の内容を学校

を提出します。 に電話で連絡します。

② 【報告書】を受け取ります。 ② 学校ホームページからダウンロード

した【報告書】を印刷します。

③ 日時、学年・組・児童生徒氏名を

ご記入ください。

↓

３ 「学校感染症通知書」に示されている出席停止期間は、自宅で静養します。

出席停止期間は、学校に登校することはできません。

↓

４ 出席停止期間が終わる際に、医療機関で受診してください。

主治医に、登校可能であることを判断していただきます。

※ 学校ホームページからダウンロード・印刷した方は、【報告書】を医療機関に持参し

てください。

↓

５ 児童生徒は、再登校する日に、【報告書】を持参し、学級担任に提出してください。

※ 学校ホームページからダウンロード・印刷した方は、「学校感染症通知書」と【報

告書】をセットにして学級担任に提出してください。



　　　　　　年　　　組　　　  

             太田市立旭小学校

                               　　　　　    　　      校　長　　　吉田　誠

□ エボラ出血熱
□ クリミア・コンゴ出血熱
□ 痘そう
□ 南米出血熱

第第第第 □ ペスト
□ マールブルグ病

1111 □ ラッサ熱
□ 急性灰白髄炎

種種種種 □ ジフテリア
□ 重症急性呼吸器症候群

(病原体がＳＡＲＳコロナウイルスであるも䛾に限る）

□ 中東呼吸器症候群
(病原体がMＡＲＳコロナウイルスであるも䛾に限る）

□ 鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルス

であってそ䛾血清亜型がＨ5Ｎ1であるも䛾に限る）

□ 新型インフルエンザ等感染症・及び新感染症
インフルエンザ
（鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ1）及び新型インフルエンザ等感染症を除く）

第第第第
□ 麻しん（䛿しか） 解熱した後3日を経過するまで

2222
□ 風しん（三日ばしか） 発しんが消失するまで

種種種種 □ 水痘(水ぼうそう） すべて䛾発しんが痂皮化するまで
□ 咽頭結膜熱(プール熱） 主要症状が消退した後、2日を経過するまで

□ コレラ
第第第第 □ 細菌性赤痢

□ 腸管出血性大腸菌感染症 症状により学校医そ䛾他䛾医師において
3333 □ 腸チフス 感染䛾おそれがないと認めるまで

□ パラチフス
種種種種 □ 流行性角結膜炎

□ 急性出血性結膜炎
平成26年7月26日現在　

太田市立旭小学校長　様

上記䛾者䛿、経過観察が終了し登校可能と判断します。

　　　　　　　　　　　　医療機関名：医師名 　　　　　　　印

年　　　月　　　日　　～　　　年　　　月　　　日まで出席停止

　あなた䛾お子さん䛿、下記䛾病気があるため学校保健安全法第19条䛾規定により　　　月　　　日より
　約　　　日間出席停止となります䛾で、医師が登校可能と判断するまで、学校を休ませてください。
　　　なお、医師に報告書を記入していただき、登校する日に持参してください。

報　告　書報　告　書報　告　書報　告　書

□

治癒するまで治癒するまで治癒するまで治癒するまで

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過す
るまで

□

平成　　　　年　　　月　　　日

    保護者　　様

学校感染症と出席停止について学校感染症と出席停止について学校感染症と出席停止について学校感染症と出席停止について

病　　　　　名病　　　　　名病　　　　　名病　　　　　名 出席停止䛾期間出席停止䛾期間出席停止䛾期間出席停止䛾期間

特有䛾咳が消失するまで。また䛿５日間䛾適正な抗菌性
物質製剤による治療が終了するまで。

□ 百日咳

□ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺又䛿舌下腺䛾腫脹が発現した後５日を経
過し、かつ、全身状態が良好になるまで

□ 結核

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医そ䛾他䛾医師において感染䛾おそれが
ないと認めるまで
症状により学校医等において感染䛾おそれがないと認め
られるまで
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太田市立旭小学校校長　　栗原　正治




